
岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第

１７項に規定する共同生活援助（障害支援区分３以上の利用者に対する

日中サービス支援型共同生活援助（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。

以下「指定障害福祉サービス基準」という。）第２１３条の２に規定する

日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。）を除く。以下同じ。）を

実施する事業所（以下「事業所」という。）に対して、共同生活援助の経

営の安定化及びその参入促進を図ることを目的として交付する岩倉市障

がい者共同生活援助事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業所） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業所（以下「補助対象事業所」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。  

 (1)指定障害福祉サービス基準第２０８条第１項に規定する指定共同生

活援助事業所であること。 

 (2) 事業所の所在地が愛知県内にあり、事業所の利用定員が２０人以下

であること。 

 (3) 共同生活住居の所在地が愛知県内にあり、その利用定員が９人以下

であること。 

 (4) 法第１９条第１項により福祉事務所長が支給決定をした者が利用し

ている事業所であること。 

 (5) 事業所を運営する法人が社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動

法人、公益社団法人又は公益財団法人であること。 

 （補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

補助対象事業所が次に掲げる日（以下「対象休日等」という。）におい



て共同生活援助を実施する事業とする。 

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「土日休日」という。）（共同生活

援助利用者（以下「利用者」という。）が利用する共同生活援助と

併せて支給決定される日中活動サービスが実施される日又は就労

している利用者の出勤日を除く。）  

(2) 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動

サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日  

 （補助基準額等） 

第４条 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定

方法は、別表のとおりとする。 

 （申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付申請書（様式第１）を市

長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付決定(却下)通知書（様

式第２）により申請者に通知するものとする。 

 （変更申請の手続） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金の交付の決定後に申請の内容を変更する場合は、岩倉市障がい者

共同生活援助事業費補助金変更交付申請書（様式第３）を市長に提出し

なければならない。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、

市長の承認を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金事業実

績報告書（様式第４）を、補助事業の完了（中止又は廃止の承認を受け

た場合を含む。以下同じ。）の日から起算して３０日を経過した日又は翌



年度の４月３０日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容

を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩倉

市障がい者共同生活援助事業費補助金額確定通知書（様式第５）により

補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、速やか

に岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付請求書（様式第６。以

下「請求書」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、

補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。 

 (補助金調書の整備) 

第１２条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、

帳簿等を常に整備しておかなければならない。 

２ 前項の書類、帳簿等は、事業完了後、５年間保管しておかなければな

らない。 

 （検査等） 

第１３条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、

報告を求め、又は検査等をすることができる。 

 （雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年８月２９日から施行し、平成１９年７月１日か

ら適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年６月８日から施行し、平成２２年４月１日から



適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年８月２９日から施行し、平成２６年４月１日か

ら適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行し、平成２８年４月１日か

ら適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２０日から施行し、平成２９年４月１日

から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月３日から施行し、平成３０年４月１日から

適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月３０日から施行し、平成３１年４月１日から

適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年９月３０日から施行し、令和２年４月１日から適

用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月８日から施行し、令和４年４月１日から適用

する。 



別表（第４条関係） 

区   分 障害支援区分４～６ 障害支援区分３以下 

補助基準額 

利用者（福祉事務所長が

法第 19条第 1項により支

給決定をした者） 

１人１日につき 2,290 円 

ただし、障害福祉サービ

ス報酬の共同生活援助サ

ービスの提供実績がある

場合に限る。 

利用者（福祉事務所長が

法第 19条第 1項により支

給決定をした者） 

１人１日につき 1,297 円 

ただし、障害福祉サービ

ス報酬の共同生活援助サ

ービスの提供実績がある

場合に限る。 

補助対象日数 

障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提

供実績がある対象休日等の日数。ただし、利用月ご

とに当該月の土日休日の数を上限とする。 

補助対象経費 

補助事業の実施に要する経費（給料、諸手当、報酬、

社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需

用費、役務費等） 

補助交付額の 

算定方法 

補助事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の

額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額

とする。 

 



様式第１（第５条関係）  

 

年  月  日 

  

 岩倉市長 殿 

  

                 法人の所在地 

                 法人の名称 

                 代表者職氏名          

  

 

岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付申請書 

 

 このことについて、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添え

て申請します。 

記 

１ 交付申請額    金           円 

２ 添付書類 

 (1) 補助金所要額調書（別紙１） 

 (2) 事業計画書（別紙２） 

 (3) 歳入歳出予算書（抄本） 

 (4) その他参考となる資料 



別紙１ 補助金所要額調書  

                                   事業所名 

区

分 

共同生活住居の名称  総事業費※  

 

     A 

寄 附 金 そ の

他の収入額  

     B 

対象経費支出額  

 

C=A-B 

補 助 対 象

日数 

   D 

補助基準額  

 

     E 

補助金交付基準額  

（D×E）  

       F 

補助所要額 (C,F

のいずれか少な

い額) G 

障
害
支
援
区
分
４
～
６ 

        

小計        

障
害
支
援
区
分
３
以
下 

        

小計        

合計        

※総事業費は、補助対象日にかかる経費（年間経費を按分等して算出すること。）を記載すること。  



別紙２ 

事業計画書 

                    事業所名 

共同生活

住居の名

称 

障害支援区分４～６ 障害支援区分３以下 

利用予定

者氏名※ 

利用予定

期間 

土日休日

等利用日

数 

利用予定

者氏名※ 

利用予定

期間 

土日休日

等利用日

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合計       

※ 利用予定者氏名が確定していない場合は未定として記入のこと。  



様式第２(第６条関係) 

                          第    号 

                          年 月  日 

         様 

 

岩倉市長      印 

 

  岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付決定(却下)通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました障がい者共同生活援助事業

費補助金の交付について、次のとおり決定(却下)したので通知します。 

 

１ 交付決定額   金       円 

 

２ 却下理由 

  

  

不服申立て及び取消訴訟 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に岩倉市長に対し審査請求をすることがで

きます。 

２ この処分について不服があるときは、１の審査請求のほか、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、岩倉市を被

告として（訴訟において岩倉市を代表する者は、岩倉市長となります。）

処分の取消しの訴えを提起することもできます。ただし、前項の審査請

求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 



様式第３（第７条関係）  

 

年  月  日 

  

 岩倉市長 殿 

  

                  法人の所在地 

                  法人の名称 

                  代表者職氏名         

   

  

岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金変更交付申請書 

 

    年  月  日付け  第   号の交付決定について、内容を

下記のとおり変更したいので承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 今回追加（減額）申請額 金        円 

２ 変更理由 

 

３ 添付書類 

 (1) 補助金所要額調書（変更）（別紙１） 

 (2) 事業計画書（別紙２） 

 (3) 歳入歳出予算書（抄本） 

 (4) その他参考となる資料 



別紙１ 補助金所要額調書（変更） 

                                   事業所名 

区

分 

共同生活住居の

名称 

    変更の内容  補 助 所 要 額

（C,F のいず

れ か 少 な い

額)   G 

既 交 付 決 定

額  

 

    H 

変更交付申請額  

（H－G）  

      

      I 

総事業費※  

 

      A 

寄附金そ

の他の収

入額 B 

対象経費支出額  

 

C=A-B 

補助対

象日数  

  D 

補助基準額  

             

E 

補 助 金 交 付

基準額（D×

E）   F 

障
害
支
援
区
分
４
～
６ 

          

小計          

障
害
支
援
区
分
３
以
下 

          

小計          

合計          

※総事業費は、補助対象日にかかる経費（年間経費を按分等して算出すること。）を記載すること。  



別紙２ 

事業計画書 

                    事業所名 

共同生活

住居の名

称 

障害支援区分４～６ 障害支援区分３以下 

利用予定

者氏名※ 

利用予定

期間 

土日休日

等利用日

数 

利用予定

者氏名※ 

利用予定

期間 

土日休日

等利用日

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合計       

※ 利用予定者氏名が確定していない場合は未定として記入のこと。  



様式第４（第９条関係）  

 

年  月  日 

  

 岩倉市長 殿 

  

                 法人の所在地 

                 法人の名称 

                 代表者職氏名          

 

 

岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金事業実績報告書 

 

 このことについて、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

１ 補助金算出調書（別紙１） 

２ 事業実績調書（別紙２） 

３ 歳入歳出決算見込書 

４ その他参考となる資料 

 

 



別紙１ 補助金算出調書  

                                   事業所名 

区

分 

共 同 生 活 住

居の名称  

総事業費※  

 

A 

寄 附 金 そ の

他 の 収 入 額     

B 

対 象 経 費 支

出額 

C=A-B 

補助対

象日数  

D  

補 助 基 準

額 

E 

補 助 金 交 付

基準額  

（D×E）F 

補助金算出額  

(C,F のいずれか

少ない額) G 

既 交 付 決 定

額 

H 

差 引 過 不 足 額 

（H－G）  

 I 

障
害
支
援
区
分
４
～
６ 

          

小計          

障
害
支
援
区
分
３
以
下 

          

小計          

合計          

※総事業費は、補助対象日にかかる経費（年間経費を按分等して算出すること。）を記載すること。  



別紙２ 

事業実績調書 

                    事業所名 

共同生活

住居の名

称 

障害支援区分４～６ 障害支援区分３以下 

利用者氏

名 

利用期間 土日休日

等利用日

数 

利用者氏

名 

利用期間 土日休日

等利用日

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合計       

 

 

 

 

 



様式第５(第１０条関係) 

                          第    号 

                          年 月  日 

         様 

 

岩倉市長      印 

 

   岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金額確定通知書  

 

   年  月  日付けで申請のありました障がい者共同生活援助事業

費補助金の交付について、次のとおり金額を確定します。 

 

       補助金確定額   金       円 

 

  

  

不服申立て及び取消訴訟 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に岩倉市長に対し審査請求をすることがで

きます。 

２ この処分について不服があるときは、１の審査請求のほか、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、岩倉市を被

告として（訴訟において岩倉市を代表する者は、岩倉市長となります。）

処分の取消しの訴えを提起することもできます。ただし、前項の審査請

求をしたときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 



様式第６（第１１条関係） 

 

岩倉市障がい者共同生活援助事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

                 法人の所在地 

                 法人の名称 

                 代表者職氏名           

 

年  月  日付け    第    号で決定を受けた岩倉

市障がい者共同生活援助事業費補助金につきまして、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

 

    請求金額   金            円 

 

 

 

金融機関名 

銀行 

信用金庫 

農協 

本店 

支店 

 

口座の種類 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  


